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一般質問（5）、予算の審査から 

質
問
　
政
策
的
に
何
を
指
し
て

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
づ
く
り

か
、市
民
に
は
見
え
て
こ
な
い
が
。 

答
弁
　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
一

人
一
人
が
輝
き
、
お
互
い
に
支

え
合
い
、
世
界
に
発
信
力
を
持

つ
西
東
京
市
と
し
た
。
地
場
産

業
や
産
学
と
の
連
携
を
図
り
、

地
域
の
資
源
や
個
性
を
有
効
活

用
し
て
魅
力
あ
る
町
を
目
指
す
。 

質
問
　
防
災
の
観
点
か
ら
、
避

難
勧
告
、
避
難
指
示
の
違
い
は
。 

答
弁
　
勧
告
は
土
地
や
建
物
に

災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
立
ち
退
き
を
促
す
が
強

制
力
は
な
い
。
指
示
は
被
害
の

危
険
が
切
迫
し
た
と
き
に
発
せ

ら
れ
、
勧
告
よ
り
拘
束
力
が
強

い
。
近
年
で
は
不
発
弾
処
理
の

際
の
勧
告
が
３
例
あ
る
。
障
害

者
な
ど
の
災
害
時
の
避
難
誘
導

は
、
地
域
防
災
計
画
に
あ
る
が

内
容
が
弱
い
の
で
、
来
年
度
の

見
直
し
で
積
極
的
に
改
め
た
い
。 

質
問
　
し
ら
じ
窪
跡
地
の
水
道

管
撤
去
工
事
が
終
わ
っ
た
後
、

都
の
次
な
る
見
通
し
は
。
ま
た

借
り
上
げ
方
式
で
の
利
用
を
検

討
で
き
な
い
か
。 

答
弁
　
都
市
整
備
局
か
ら
財
務

局
に
引
き
継
ぐ
の
は
19
年
度
と

聞
い
て
い
る
。
都
の
方
針
で
一

括
処
分
す
る
と
し
て
も
、
あ
の

中
に*

道
路
位
置
指
定
が
入
っ
て

お
り
、
民
間
の
２
軒
が
多
分
か

か
っ
て
い
て
非
常
に
困
難
を
伴

う
状
況
だ
。
市
と
し
て
は
現
在
、

買
収
も
し
く
は
借
用
す
る
考
え

は
な
い
が
、
都
の
動
向
に
注
目

し
、
地
元
に
は
情
報
提
供
す
る
。 

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
と 

防
災
関
係
・
し
ら
じ
窪
跡
地
対
策
は 

中
山
　
寛
子
（
自
民
西
） 

就
任
し
て
２
年

政
権
公
約
で
約
束
し
た 

行
財
政
改
革
の
更
な
る
推
進
を
！ 

保
谷
　
育
彦
（
自
民
西
） 

子
供
の
い
じ
め
・
虐
待
を
な
く
そ
う 

田
無
駅
南
口
駅
前
広
場
計
画
は 海

老
沢
　
進
（
自
民
西
） 

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
を 

再
び
問
う 

遠
藤
　
源
太
郎
（
自
民
西
） 

総
合
計
画
（
基
本
構
想
・
基
本
計
画
） 

実
施
計
画
の
成
果
と
今
後
の
方
針
を
問
う 

鈴
木
　
久
幸
（
自
民
西
） 

しらじ窪都営住宅跡地（新町1丁目）

質
問
　
最
近
、
い
じ
め
、
児
童

虐
待
が
連
日
報
道
さ
れ
て
い
る

が
、
子
供
に
権
利
の
み
を
教
え
、

義
務
（
い
い
こ
と
悪
い
こ
と
、

自
殺
な
ど
絶
対
悪
い
こ
と
等
）

を
き
ち
ん
と
教
え
ず
、
ま
た
、

家
庭
よ
り
女
性
の
個
人
自
由
優

先
の
風
潮
が
我
が
子
の
虐
待
に

向
か
わ
せ
て
い
な
い
か
。 

答
弁
　
い
じ
め
は
い
つ
で
も
起

き
る
と
の
前
提
で
、
小
さ
な
意

地
悪
か
ら
の
拡
大
を
防
ぎ
、
保

護
者
や
関
係
機
関
と
連
携
し
対

処
す
る
。
児
童
虐
待
は
増
加
傾

向
に
あ
り
、
支
援
セ
ン
タ
ー
、

虐
待
防
止
協
議
会
で
相
談
受
付

や
防
止
策
を
進
め
、
多
方
面
の

機
関
と
連
携
を
図
っ
て
い
く
。 

質
問
　
田
無
駅
北
口
は
、
夜
間

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
と
も
り
、

冬
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い
る
が
、

放
置
自
転
車
等
が
景
観
を
損
ね

て
い
る
。
市
の
対
策
は
。 

答
弁
　
交
通
安
全
、
環
境
整
備

の
た
め
駐
輪
場
案
内
や
計
画
的

撤
去
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
が
、

夜
間
の
対
応
は
不
十
分
で
あ
り
、

市
民
啓
発
な
ど
を
今
後
も
進
め

て
い
き
た
い
。 

質
問
　
田
無
駅
南
口
整
備
は
、

都
の
事
業
計
画
で
今
後
10
年
間

で
優
先
整
備
を
す
る
と
発
表
さ

れ
、
地
元
で
は
歓
迎
し
て
い
る
。

計
画
に
つ
き
市
の
見
解
は
。 

答
弁
　
駅
前
広
場
未
整
備
は
他

に
２
カ
所
あ
り
、
現
在
ひ
ば
り

ヶ
丘
駅
北
口
の
整
備
を
進
め
て

い
る
。
田
無
駅
は
今
後
地
元
の

意
向
を
踏
ま
え
て
事
業
化
に
向

け
た
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。 

子ども家庭支援センターのどか
（コール田無3階）「ウキウキクッキング」（児童館主催事業）

質
問
　
平
成
16
年
度
か
ら
10
年

間
の
総
合
計
画
の
う
ち
、
平
成

21
年
度
か
ら
の
後
期
基
本
計
画

を
見
直
す
と
し
て
い
る
。
現
状

の
成
果
、
今
後
の
方
針
を
伺
う
。 

　
子
ど
も
参
加
の
推
進
に
つ
い

て
、
野
外
活
動
の
活
性
化
や
地

域
に
お
け
る
青
少
年
活
動
団
体

指
導
者
の
育
成
を
図
る
と
し
て

い
る
が
、
成
果
と
今
後
の
取
り

組
み
は
。 

答
弁
　
子
育
て
支
援
計
画
に
基

づ
く
事
業
の
実
施
に
は
子
ど
も

参
加
を
積
極
的
に
推
進
し
た
い
。 

質
問
　
学
校
教
育
の
充
実
に
つ

い
て
、「
志
を
は
ぐ
く
む
。
思
い

や
り
の
心
を
は
ぐ
く
む
。
規
範

意
識
を
は
ぐ
く
む
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
く
」
と
、

あ
る
校
長
先
生
が
述
べ
ら
れ
て

い
た
。
学
校
の
運
営
で
こ
の
こ

と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

答
弁
　
ご
質
問
の
内
容
は
大
変

重
要
だ
と
考
え
る
。
子
ど
も
た

ち
の
心
を
耕
し
、
健
全
育
成
、

学
力
向
上
に
努
め
て
い
き
た
い
。 

質
問
　
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ

く
り
の
充
実
に
つ
い
て
、
み
ど

り
の
空
間
の
創
出
に
つ
い
て
、

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て
、
健
全
な
自
治
体
経
営
の

推
進
に
つ
い
て
、
成
果
と
今
後

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。 

答
弁
　
健
全
で
持
続
可
能
な
自

治
体
の
経
営
が
大
前
提
で
あ
る
。

合
併
直
後
か
ら
行
財
政
改
革
の

取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。
健

全
な
自
治
体
が
確
立
さ
れ
て
、

初
め
て
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。 

質
問
　
財
政
健
全
化
へ
の
取
り

組
み
は
。 

答
弁
　
内
部
管
理
コ
ス
ト
の
縮

減
、
保
育
園
等
民
間
委
託
の
推

進
、
公
共
施
設
を
検
証
す
る
た

め
の
施
設
白
書
の
検
討
、
受
益

者
負
担
の
適
正
化
を
進
め
た
。

今
後
も
行
財
政
改
革
の
具
体
的

な
進
行
管
理
に
努
め
て
い
く
。 

質
問
　
事
務
事
業
の
経
常
経
費

と
人
件
費
の
見
直
し
は
。 

答
弁
　
行
政
評
価
と
い
う
ツ
ー

ル
を
通
じ
て
事
務
事
業
の
総
点

検
を
行
い
、
市
の
裁
量
の
余
地

の
あ
る
も
の
を
対
象
に
見
直
し

を
行
っ
た
。
今
後
予
算
編
成
や

総
合
計
画
の
見
直
し
の
中
で
効

率
的
な
財
政
運
営
を
行
う
。 

質
問
　
施
設
の
整
理
統
合
は
。 

答
弁
　
厳
し
い
財
政
状
況
が
続

く
中
、
環
境
変
化
に
対
応
の
た

め
将
来
を
見
据
え
た
公
共
施
設

の
あ
り
方
の
検
討
が
重
要
課
題
。

活
用
検
討
委
員
会
で
整
理
統
合

や
移
転
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

質
問
　
総
合
計
画
の
見
直
し
は
。 

答
弁
　
基
本
計
画
は
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
や
、評
価
、市
民
ニ

ー
ズ
に
よ
り
見
直
す
。
来
年
か
ら

１
年
半
の
期
間
で
、
人
口
推
計

や
市
民
意
識
調
査
を
実
施
、
多

様
な
市
民
参
加
の
手
法
で
行
う
。 

質
問
　
職
員
定
数
の
現
状
と
今

後
の
対
策
は
。 

答
弁
　
合
併
時
の
削
減
目
標
218

人
に
対
し
18
年
度
当
初
で
210
人

削
減
し
た
。
新
た
な
定
員
適
正

化
計
画
を
策
定
し
、
22
年
度
当

初
職
員
数
が
１
千
名
を
若
干
割

り
込
む
体
制
を
目
指
す
。 

質
問
　
「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
ま

ち
づ
く
り
」
は
、
響
き
は
い
い

が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
武
蔵
野

市
等
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い

町
に
す
る
な
ら
、
ナ
ン
バ
ー
ワ

ン
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
べ

き
で
は
な
い
か
。 

答
弁
　
何
か
き
ら
り
と
光
る
も

の
が
あ
る
町
に
し
た
い
。 

質
問
　
お
年
寄
り
が
元
気
で
い

つ
ま
で
も
活
躍
で
き
る
町
に
は

知
識
や
技
術
を
地
域
社
会
で
発

揮
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
を
せ

よ
。
敬
老
事
業
の
見
直
し
は
、

社
会
貢
献
し
て
き
た
老
人
た
ち

を
軽
ん
ず
る
こ
と
で
は
な
い
か
。 

答
弁
　
高
齢
者
の
社
会
参
加
と

元
気
づ
く
り
に
努
力
す
る
。 

質
問
　
剪
定
枝
チ
ッ
プ
化
の
モ

デ
ル
事
業
を
見
直
す
と
言
う
が
、

循
環
型
社
会
の
構
築
は
重
要
で

あ
る
。
燃
や
せ
ば
灰
と
Ｃ
Ｏ
２

だ
が
、
チ
ッ
プ
化
す
れ
ば
優
良

な
有
機
肥
料
と
な
る
。 

答
弁
　
剪
定
枝
資
源
化
検
討
委

員
会
を
設
置
し
検
討
し
て
い
る
。 

質
問
　
乳
幼
児
の
医
療
費
無
料

化
を
、
来
年
度
６
歳
未
満
児
ま

で
拡
大
せ
よ
。 

答
弁
　
任
期
中
に
就
学
前
ま
で

拡
大
す
る
よ
う
努
力
す
る
。 

質
問
　
石
川
島
重
工
跡
地
の
開

発
で
は
市
民
は
弱
い
立
場
に
あ

る
。
企
業
も
行
政
も
社
会
的
責

任
を
果
た
せ
。
こ
の
開
発
は
田
無

駅
南
口
一
帯
の
ま
ち
づ
く
り
と

と
ら
え
、
交
通
ア
ク
セ
ス
問
題
、

南
口
広
場
の
早
期
完
成
、
は
な

バ
ス
の
ル
ー
ト
見
直
し
も
せ
よ
。 

答
弁
　
十
分
な
配
慮
を
す
る
。 

予
算
の
審
査
か
ら 

　
平
成
18
年
度
補
正
予
算
の
主
な
審
査
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

◇
一
般
会
計
補
正
予
算 

【
説
明
】
議
案
第
118
号
「
損
害
賠

償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て
」
に
よ

り
提
案
し
た
公
用
車（
清
掃
車
）に

よ
る
人
身
事
故
に
伴
う
損
害
賠

償
等
を
行
う
た
め
、
歳
入
歳
出

の
総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
２
千
652
万

９
千
円
を
追
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ

591
億
167
万
２
千
円
と
す
る
も
の
。 

　
昭
和
62
年
12
月
15
日
午
後
１

時
55
分
ご
ろ
東
久
留
米
市
内
の

交
差
点
に
お
い
て
帰
庁
途
中
の

清
掃
車
と
当
時
８
歳
の
歩
行
者

が
接
触
し
た
も
の
で
、
症
状
固

定
ま
で
長
期
化
し
、後
遺
症
障
害

等
級
の
認
定
等
に
時
間
を
要
し

た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
相
手
方

と
の
示
談
交
渉
が
ま
と
ま
る
ま

で
19
年
も
の
期
間
が
か
か
っ
た
。 

【
主
な
質
疑
項
目
】 

・
清
掃
車
の
委
託
が
進
ん
で
お
り
、

委
託
先
民
間
車
両
に
よ
る
事
故

が
あ
る
と
思
う
が
、市
と
の
関
係

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
。ま
た
、仮
に
す
べ
て
民
間
委

託
に
な
る
と
、こ
う
し
た
報
告
は

な
く
な
る
と
考
え
て
い
い
の
か
。 

・
委
託
先
の
事
故
を
報
告
す
る

義
務
を
明
記
す
べ
き
だ
。 

・
後
遺
障
害
賠
償
８
級
の
場
合

の
補
償
額
の
基
準
は
。 

・
清
掃
車
以
外
の
公
用
車
の
運

転
業
務
に
対
す
る
対
応
は
。

事
故
後
の
対
応
ば
か
り
で
は

な
く
、
防
止
の
た
め
の
取
り

組
み
を
強
化
す
べ
き
だ
。 

・
飲
酒
後
、
一
定
時
間
の
睡
眠
を

と
っ
て
も
検
出
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
乗
務
前
検
査
な
ど
は
行

っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
う

し
た
対
応
を
考
え
て
い
る
か
。 

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決 


